
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

令

和

七

年

度

県

統

計

調

査

の

実

施

統

計

分

析

課

○

食

品

衛

生

管

理

者

及

び

食

品

衛

生

監

視

員

の

養

生

活

衛

生

課

成

施

設

の

名

称

の

変

更

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

課

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

治

山

課

【

】

公

告

○

大

規

模

小

売

店

舗

に

関

す

る

市

町

村

等

の

意

見

経

営

支

援

課

の

縦

覧

○

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

耕

地

課

○

県

営

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

〃

○

農

地

を

利

用

す

る

権

利

の

設

定

に

関

す

る

裁

定

農

村

振

興

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

公

共

測

量

の

測

量

期

間

の

変

更

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了 岡

山

県

公

報

令和７年５月１６日 第１２７０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
号 

 

令
和
七
年
度
に
お
い
て
、
次
の
県
統
計
調
査
を
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

県
統
計
調
査
の
名
称
及
び
目
的 

１ 

名
称 

岡
山
県
産
業
人
材
育
成
ニ
ー
ズ
調
査 

２ 

目
的 

第
十
二
次
岡
山
県
職
業
能
力
開
発
計
画
及
び
産
業
人
材
育
成
研
修
の
企
画
立
案
等
、
各
種
施
策

の
基
礎
資
料
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

二 

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲 

１ 

地
域
的
範
囲 

岡
山
県
全
域 

２ 

属
性
的
範
囲 

日
本
標
準
産
業
分
類
に
お
け
る
「
建
設
業
」
、
「
製
造
業
」
及
び
「
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ

れ
な
い
も
の
）
」
の
う
ち
「
自
動
車
整
備
業
」
又
は
「
機
械
等
修
理
業
（
別
掲
を
除
く
）
」
に
属
し
、

従
業
員
数
が
一
人
以
上
の
民
間
事
業
所 

三 

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

１ 

報
告
を
求
め
る
事
項 

⑴ 
 

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
、
業
種
及
び
従
業
員
数 

⑵ 
 

事
業
の
推
移
及
び
見
通
し 

⑶ 
 

採
用
方
針 

⑷ 
 

人
材
育
成
の
考
え
方 

⑸ 
 

教
育
訓
練
の
実
施
状
況 

２ 

そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

令
和
七
年
八
月
一
日
。
た
だ
し
、
１
⑸
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月

三
十
一
日
ま
で 

四 

報
告
を
求
め
る
者 

三
千
事
業
所 

五 

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

郵
送
調
査 

六 

報
告
を
求
め
る
期
間 

令
和
七
年
八
月
上
旬
か
ら
同
年
八
月
末
ま
で 

七 

実
施
部
課
名 

産
業
労
働
部
労
働
雇
用
政
策
課 

令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号 

 

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
六
項
第
三
号
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
登
録

を
受
け
た
食
品
衛
生
管
理
者
及
び
食
品
衛
生
監
視
員
の
養
成
施
設
（
以
下
「
登
録
養
成
施
設
」
と
い
う
。
）

の
設
置
者
か
ら
、
同
令
第
十
六
条
（
同
令
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規 

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
登
録
養
成
施
設
の
名
称
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

変
更
前
の
登
録
養
成
施
設
の
名
称 

 
 

く
ら
し
き
作
陽
大
学
食
文
化
学
部
現
代
食
文
化
学
科
食
品
衛
生
管
理
者
及
び
食
品
衛
生
監
視
員
養

成
課
程 

二 

変
更
後
の
登
録
養
成
施
設
の
名
称 

 
 

く
ら
し
き
作
陽
大
学
食
文
化
学
部
食
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
科
食
品
衛
生
管
理
者
及
び
食
品
衛
生
監
視

員
養
成
課
程 

三 

変
更
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

ハ
ー
モ
ニ
ー
ケ
ア
セ
ン
タ
ー 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
藤
野
八
〇
番
地 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

有
限
会
社
オ
ー
エ
ム
テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
藤
野
八
〇
番
地 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
五
月
十
二
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
二
三
〇
〇
五
一
一 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

通
所
介
護 

 
 

 

令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号 

 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

和
気
郡
和
気
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

公
衆
の
保
健 

三 

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

 
 

１ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

(1) 

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

(2) 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る 

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

(3) 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
和

気
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号



〔
二
一
七
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
市
町
村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
り
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出 

 
 

令
和
六
年
岡
山
県
公
告
第
六
四
〇
号
で
公
告
さ
れ
た
笠
岡
モ
ー
ル
・
笠
岡
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
ー
ル

に
関
す
る
令
和
七
年
八
月
十
八
日
の
変
更
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

二 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

名
称 

笠
岡
モ
ー
ル
・
笠
岡
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
ー
ル 

 
 

所
在
地 

笠
岡
市
富
岡
字
元
八
丁
目
二
三
二
番
一
ほ
か 

三 

意
見
の
概
要 

 

１ 

市
町
村
か
ら
聴
取
し
た
意
見 

(1) 

第
一
分
冊
（
届
出
事
項
・
添
付
書
類
編
）
二
十
二
ペ
ー
ジ
に
、
夜
間
に
お
い
て
大
規
模
小
売 

店
舗
の
施
設
の
運
営
に
伴
い
騒
音
が
発
生
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
の
、
そ
の
騒
音
の
発 

生
源
ご
と
の
騒
音
レ
ベ
ル
の
最
大
値
の
予
測
の
結
果
が
示
さ
れ
て
お
り
、
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎 

時
走
行
時
の
実
測
値
を
用
い
て
再
予
測
を
行
っ
た
結
果
、
Ｂ
地
点
で
基
準
値
を
上
回
る
こ
と
が

予
測
さ
れ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
夜
間
の
荷
さ
ば
き
作
業
は
周
辺
地
域
へ
の
影
響
を
軽
減

さ
せ
る
べ
く
対
策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
基
準
値
を
満
足
す
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
規
模
小

売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
観
点
か
ら
、
対
策
を
講
じ
、
適
切
な
対
応
を
す

る
こ
と
。 

(2)  

第
二
分
冊
（
指
針
配
慮
事
項
等
編
）
十
五
ペ
ー
ジ
か
ら
十
六
ペ
ー
ジ
の
「
地
域
貢
献
実
施
状 

況
表
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
地
域
産
業
の
活
性
化
や
地
元
雇
用
の
促
進
を
は
じ
め
と 

す
る
雇
用
の
確
保
な
ど
、
地
域
貢
献
に
努
め
る
こ
と
。 

(3) 

地
域
か
ら
の
苦
情
の
申
出
に
は
真
摯
に
対
応
す
る
こ
と
。 

２ 

市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
す
る
者
等
か
ら
述
べ
ら
れ
た
意
見 

 
 

 

な
し 

四 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
五
月
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
十
六
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課 

令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号



〔
二
一
八
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称 

 
 

那
岐
池
土
地
改
良
区 

二 

認
可
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
五
月
九
日 

令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号



〔
二
一
九
〕
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
。 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

地 
区 

名 

工 
 

 

種 

完
了
年
月
日 

備
前
（
杉
の
谷
池
） 

農
地
防
災 

令
和
六 

・ 

二
・
二
九 

 

令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号



〔
二
二
〇
〕
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
を

設
定
す
る
裁
定
を
し
た
。 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

農
地
の
所
在
等 

二 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
内
容
等 

三 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地 

岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構
（
公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団
） 

理
事
長 

森
下 

 

慎 

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号 

四 

農
地
の
所
有
者
等
の
情
報 

名
義
人
は
死
亡
し
て
お
り
、
そ
の
所
有
者
が
確
知
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。 

五 

補
償
金
の
支
払
の
方
法 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
岡
山
地
方
法
務
局
高
梁
支
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
。 

高
梁
市
川
上
町
下
大
竹
六
三
〇
番
二 

高
梁
市
川
上
町
下
大
竹
二
二
九
番
二 

所
在
及
び
地
番 

畑 畑 

地
目 

九
四
八 

七
七
六 

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
） 

畑
（
野
菜
栽
培
）

と
し
て
利
用 

内 

容 

令
和
七
年
六
月
一
日 

始 

期 
権
利
の
始
期
か
ら
令

和
十
二
年
五
月
三
十

一
日
ま
で 

存
続
期
間 

八
、
六
二
〇
円 

借
賃
に
相
当
す
る 

補
償
金
の
額 

令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号



〔
二
二
一
〕
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
を

設
定
す
る
裁
定
を
し
た
。 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

農
地
の
所
在
等 

二 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
内
容
等 

三 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地 

岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構
（
公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団
） 

理
事
長 

森
下 

 

慎 

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号 

四 

農
地
の
所
有
者
等
の
情
報 

農
地
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
（
登
記
名
義
人
）
は
不
明
者
と
な
っ
て
い
る
。 

五 

補
償
金
の
支
払
の
方
法 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
岡
山
地
方
法
務
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
。 

岡
山
市
東
区
西
祖
二
七
八
番 

所
在
及
び
地
番 

田 

地
目 

六
三
一 

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
） 

田
と
し
て
利
用 

内 

容 

令
和
七
年
六
月
一
日 

始 

期 

権
利
の
始
期
か
ら
令

和
十
二
年
五
月
三
十

一
日
ま
で 

存
続
期
間 

三
、
一
五
五
円 

借
賃
に
相
当
す
る 

補
償
金
の
額 

令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号



〔
二
二
二
〕
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
を

設
定
す
る
裁
定
を
し
た
。 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

農
地
の
所
在
等 

二 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
内
容
等 

三 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地 

岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構
（
公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団
） 

理
事
長 

森
下 

 

慎 

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号 

四 

農
地
の
所
有
者
等
の
情
報 

名
義
人
は
死
亡
し
て
お
り
、
そ
の
所
有
者
が
確
知
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。 

五 

補
償
金
の
支
払
の
方
法 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
岡
山
地
方
法
務
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
。 

岡
山
市
東
区
西
祖
三
九
一
番 

岡
山
市
東
区
西
祖
三
八
〇
番 

岡
山
市
東
区
西
祖
三
七
九
番 

所
在
及
び
地
番 

田 田 田 

地
目 

一
、
六
一
〇 

二
、
五
八
一 

三
八
二 

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
） 

田
と
し
て
利
用 

内 

容 

令
和
七
年
六
月
一
日 

始 

期 

権
利
の
始
期
か
ら
令

和
十
二
年
五
月
三
十

一
日
ま
で 

存
続
期
間 

二
二
、
八
六
五
円 

借
賃
に
相
当
す
る 

補
償
金
の
額 

令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号



〔
二
二
三
〕
岡
山
市
長
か
ら
令
和
六
年
六
月
二
十
五
日
付
け
公
布
岡
山
県
公
告
（
公
共
測
量
の
実
施
）

に
お
い
て
公
示
し
た
公
共
測
量
の
測
量
期
間
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

変
更
前 

 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

変
更
後 

 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
か
ら
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号



〔
二
二
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
尾
越
四
七
九
六
番
一
、
四
七
九
六
番
九
、
四
七
九
七
番
七
、
四
七
九
七

番
八
、
四
八
〇
〇
番
一
八
、
四
八
〇
〇
番
一
九 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
徳
芳
一
五
七
番
地
一
イ
デ
ア
ー
レ
中
庄
Ｂ
二
〇
五 

大
野 

貴
弘 

大
野 

真
子 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
九
九
号 

令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号



〔
二
二
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
三
輪
字
中
通
一
一
一
一
番
一
、
一
一
一
一
番
五
、
一
一
一
一
番
七
、
一
一
一
二
番
六 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
真
壁
一
三
三
一
番
地
み
ら
い
Ａ 

瀧
元 

択
真 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
七
八
号 

令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号



〔
二
二
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
岡
谷
字
皿
池
一
二
七
番
三
、
一
二
八
番
一
、
一
二
九
番
五
、
一
二
九
番
六
、
一
二
九
番
七
、

一
二
九
番
八
、
一
三
〇
番
二
八
、
一
四
五
番
三
、
一
四
五
番
五
、
一
四
五
番
六
、
一
四
六
番
三 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

倉
敷
市
沖
新
町
四
〇
番
地
一
七 

株
式
会
社
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｗ
Ａ 

代
表
取
締
役 

登
森 

 
繁 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
四
二
号 

令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号



〔
二
二
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
岡
谷
字
皿
池
一
二
七
番
三
、
一
二
八
番
一
、
一
二
九
番
五
、
一
二
九
番
六
、
一
二
九
番
七
、

一
二
九
番
八
、
一
三
〇
番
二
八
、
一
四
五
番
三
、
一
四
五
番
五
、
一
四
五
番
六
、
一
四
六
番
三 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
、
下
水
道 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

倉
敷
市
沖
新
町
四
〇
番
地
一
七 

株
式
会
社
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｗ
Ａ 

代
表
取
締
役 

登
森 

 

繁 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
四
二
号 

令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号令和７年５月１６日　岡山県公報　第１２７０１号


